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まちづくり推進部中野駅周辺まちづくり課

中野駅西側南北通路・橋上駅舎等整備事業に伴う迂回歩道構台の設置等につ

いて

現在、中野区、東日本旅客鉄道株式会社（以下「ＪＲ東日本」という。）、東京地下鉄

株式会社は中野駅西側南北通路・橋上駅舎等整備事業を協働で進めている。

本事業に伴い、新北口駅前広場の中野通り側に地下駐車場の整備を行うが、地下駐

車場の工事区域が中野駅北口から中野四丁目方面への歩行者動線と重なることとなる

ため、仮設の迂回歩道構台を整備し歩行者動線を確保する予定である。

また、地下駐車場の工事に支障となる喫煙所等の移設又は撤去を行う。

このことについて、以下の通り報告する。

１．迂回歩道構台の整備について

（１）目的

中野駅北口から中野四季の都市・囲町方面への歩行者動線の確保

（２）工事場所

中野四丁目９番先（別紙１ 案内図参照）

（３）工事期間（予定）

令和５年５月～８月

（４）工事内容

東西連絡路からの動線を確保するため、迂回歩道構台（通路幅７ｍ以上）を設置

する。（別紙１のとおり）

２．支障物等の移設又は撤去について

地下駐車場整備の影響範囲に存在する喫煙所及び支障物等は、迂回歩道構台の工

事に連動して移設又は撤去を行う。

このうち喫煙所については、東西連絡路下部の喫煙スペースは縮小し、電子タバコ

のスペースは移設を行う。（別紙２のとおり）

３．施工の役割分担について

迂回歩道構台の整備と通路接続部の支障物撤去はＪＲ東日本が行い、喫煙所の移

設・縮小及び他の支障物撤去は中野区が行う。

４．今後の予定

令和５年５月～ 迂回歩道構台工事着手、支障物等撤去又は移設

令和５年８月～ 迂回歩道構台の利用開始



別紙１

7.
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迂回歩道構台設置

現況ルート

迂回ルート
〈迂回路について〉

・ 通路幅 ７ｍ以上

・ 構台上に柵、手すり

設置

仮囲い設置

駐車場棟施工範囲

現歩行範囲

〈 迂回路詳細図 〉

迂回歩道構台設置個所

〈 案内図 〉

東西連絡路 北口広場

現時点の予定であり、現地の状況によって変わる可能性があります。



〈 歩行者動線の変化 〉

１．現況

令和５年（２０２

３年）３月時点

東西連絡路
北
口
広
場

２．工事期間中

令和５年（２０２

３年）５～８月

工事範囲

東西連絡路
北
口
広
場

３．工事完了

令和５年（２０２

３年）８月～

仮囲い設置
東西連絡路

北
口
広
場

現時点の予定であり、現地の状況によって変わる可能性があります。

別紙１



別紙２

〈喫煙所の移設・縮小〉

電子タバコ喫煙所

（移設後）

喫煙所（縮小）

電子タバコ喫煙所（撤去）

現時点の予定であり、現地の状況によって変わる可能性があります。


